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令和７年第１回 市議会定例会【提出議案概要】 

 

 

■議 案 

       

      ・専決処分の承認          ・・・・・ ２件 

      ・条例の改正            ・・・・・１１件 

      ・令和６年度各会計補正予算     ・・・・・ ９件 

      ・令和７年度各会計当初予算     ・・・・・１２件 

      ・市道路線の認定・変更       ・・・・・ ２件 

      ・稲敷市まちづくり計画の変更    ・・・・・ １件 

      ・人事               ・・・・・ １件 

 

         合     計             ３８件 

 

■概 要 

 

〇議案第１号 ＜専決処分の承認を求めることについて＞ 

  ※令和６年度稲敷市一般会計補正予算（第６号） 

 補正額          １３７，１２０千円 

 補正後の予算総額  ２３，７５２，０３９千円 

 （歳出補正） 

   重点支援地方創生臨時交付金給付事業 137,120千円 

 （歳入補正） 

   国庫支出金（地方創生臨時交付金）  137,120千円 

 

○議案第２号 ＜専決処分の承認を求めることについて＞ 

  ※和解及び損害賠償の額を定めることついて 

 稲敷市脇川地内での建物火災の消火活動中に発生した消防自動車の接触事故の和

解及び損害賠償額を定めることについて承認を求めるもの。 

    事故発生日         令和６年１１月１９日 

    損害賠償額（保険金支払額） ３１１，４４０円 

〇議案第３号 ＜稲敷市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び稲敷市職員の育児休業等に

関する条例の一部改正について＞ 

＜改正内容＞ 

  「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の改正に

伴い職員が仕事と育児・介護を両立できるよう所要の改正をするもの。 

・時間外勤務の制限の対象範囲を小学校就学の始期に達するまでの子に拡大 

・介護休暇制度等に関する個別通知、意向確認の義務化 
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〇議案第４号 ＜稲敷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部 

改正について＞ 

＜改正内容＞ 

 ・監査委員（識見を有するもの）の報酬の見直し 

月額 4万円⇒月額 5万円 

 

〇議案第５号 ＜稲敷市職員の給与に関する条例等の一部改正について＞ 

＜改正内容＞ 

人事院勧告に基づく国家公務員に係る一般職の職員の給与に関する法律の改正に伴

い、稲敷市職員の給与に関する条例等４条例を改正するもの。 

・配偶者に係る扶養手当の引下げ及び廃止、子に係る扶養手当の段階的な引き上げ 

・地域手当の支給 

・特定任期付職員の業績手当を廃止し、期末手当及び勤勉手当を支給 

・再任用職員に住居手当支給 

 

〇議案第６号 ＜稲敷市国民健康保険税条例の一部改正について＞ 

＜改正内容＞ 

国民健康保険事業について将来的に持続可能な安定した運営を行うため、令和 7年度

から国民健康保険税の税率を改正するもの。 

・基礎課税額の所得割 100分の 5.2⇒100分の 6.0 

・均等割 32,000円⇒36,000円 

 

〇議案第７号 ＜稲敷市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例及び稲敷市指定介護

予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について＞ 
 

＜改正内容＞ 

介護保険法施行規則等の改正による地域包括支援センターの職員配置基準の見直し。 

 

〇議案第８号 ＜稲敷市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の一部改正について＞ 

＜改正内容＞ 

茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の改正に伴い所要の改正を行

うもの。 

 

〇議案第９号 ＜稲敷市道路占用料徴収条例の一部改正について＞ 

＜改正内容＞ 

道路法施行令の改正に伴い所要の改正を行うもの。 
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〇議案第１０号 ＜稲敷市水道法施行条例の一部改正について＞ 

＜改正内容＞ 

水道法の改正に伴い、布設工事監督者、水道技術管理者の資格要件を緩和。 

〇議案第１１号 ＜稲敷市下水道条例の一部改正について＞ 

＜改正内容＞ 

下水道法施行令の改正に伴い所要の改正を行うもの。 

  

〇議案第１２号 ＜稲敷市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正に

ついて＞ 
 

＜改正内容＞ 

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の改正に伴い、非常勤消防団

員の処遇改善を図るため、消防団員退職報償金の勤務年数区分に「３５年以上」を追加す

るもの。 

〇議案第１３号 ＜稲敷市工業用水道事業の廃止に伴う関係条例の整備について 

＜改正内容＞ 

稲敷市工業用水道事業が廃止されることにより、事業清算のための特別会計を整備し、

関係条例の用語の改正を行うもの。 

  

〇議案第１４号 ＜令和６年度稲敷市一般会計補正予算（第７号）＞ 

   補正額            △６１３，８０４千円 

   補正後の予算総額     ２３，１３８，２３５千円 

（主な歳出補正） 

各事業等の最終執行額を見込んだもの 

・諸支出金（地方創生応援基金積立金）１００，９００千円 

 

（主な歳入補正） 

歳入確定額、または歳入決算見込額とするもの。 

・寄附金           １０２，２４４千円 

・繰越金           ７３７，９６９千円 

・繰入金          △９３９，６０３千円 

・市債           △１９３，２８１千円 

  ‣継続費補正     変更２事業 

  ‣繰越明許費補正   追加５事業 

‣地方債補正     追加３事業 変更１０事業 廃止５事業 
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〇議案第１５号～２２号 ＜令和６年度 特別会計・公営企業会計補正予算＞ 

議案番号 会計等名 補正額（千円） 補正後予算額（千円） 

第１５号 国民健康保険 １４７ ５，１９４，９３１ 

第１６号 介護保険 △６１，１３４ ４，２１３，６４８ 

第１７号 浮島財産区 △１２７ ２，２１７ 

第１８号 古渡財産区 △１，５６２ ４，０８５ 

第１９号 後期高齢者医療 ２２,５１５ １，２４６,８００ 

第２０号 介護サービス事業  △６，１４８ １２，６９３ 

第２１号 水道事業 収益的収入・支出の減、資本的収入の減 

継続費補正、企業債補正 

第２２号 下水道事業 収益的支出の増、資本的収入・支出の減 

継続費補正、企業債補正 

 

〇議案第２３号 ＜令和７年度稲敷市一般会計予算＞ 

  予算額          ２２，６２９，０００千円 

前年度比             １１，０００千円（０．１％増） 

 

【主要事業】 

１． 未来を担う人づくり 

‣妊産婦・育児支援の充実         ２１，９９０千円（予算書 P135） 

‣新しい時代の学びを実現するための教育環境の整備 

１８４，１６０千円（予算書 P193） 

‣ホンモノと触れ合う体験教育の充実   １２２，６２８千円 

（予算書 P190.194.195） 

 

２． 未来を照らす活力づくり 

‣観光まちづくりの推進と充実       ５２，７００千円（予算書 P167） 

‣市民のまちへの愛着や誇りの醸成       ５，５００千円（予算書 P73.179） 

‣民間のノウハウを活用した財源確保の推進 

３４４，１１９千円（予算書 P64.70） 

 

３． 未来を描くまちづくり 

‣空き家対策の強化             ６，８５７千円（予算書 P76.77） 

‣犯罪から市民を守る環境づくり       ２，１４４千円（予算書 P75.76） 

‣災害に備える避難所の機能強化     ３９３，３３７千円 

（予算書 P203.204.223.267） 
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〇議案第２４号～３４号 ＜令和７年度 各会計予算＞ 

議案番号 会計等名 予算額（千円） 前年度比（％） 

第２４号 国民健康保険 ４，９６５，８４５ △３．９ 

第２５号 公平委員会 １５２ ０．０ 

第２６号 介護保険 ４，１６９，５４４ １．５ 

第２７号 浮島財産区 ２，２６４ △３．４ 

第２８号 古渡財産区 ５，８５９ ３．８ 

第２９号 基幹水利施設管理事業 ２８９，０６１ ３．５ 

第３０号 後期高齢者医療 １，２４０，９３３ １．４ 

第３１号 介護サービス事業 １５，１２６ △１２．０ 

第３２号 工業用水道事業清算 ８９，９７７ 皆増 

第３３号 水道事業 １，６０７，１０９ △９．５ 

第３４号 下水道事業 ３，２８９，３７１ △３．３ 

 

〇議案第３５号 ＜市道路線の認定について＞ 

  土地利用促進を図るため、市道（東）１７１２号線を新たに認定しようとするもの。 

〇議案第３６号 ＜市道路線の変更について＞ 

  隣接土地所有者が土地の一体利用を図ることを要望していることに伴い、市道（東）

９１８号線の終点を変更しようとするもの。 

〇議案第３７号 ＜稲敷市まちづくり計画の変更について＞ 

  旧市町村の合併の特例に関する法律第５条第７項の規定に基づき、計画の内容を変

更することについて議会の議決を求めるもの。 

○諮問第 1号 ＜人権擁護委員候補者の推薦について＞ 

任期満了に伴い委員候補者の推薦について人権擁護委員法第６条第３項の規定により

議会の意見を求めるもの。 

稲敷市柴崎  野村 勉（再任）   

【任期：令和７年７月１日から令和１０年６月３０日：３年間】 

 

 

 


